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令和６年度決算審査特別委員会議事録（第２号） 

令和７年９月１６日（火曜日）     

 

◎出席委員（１１名） 

   １番 早瀬川   恵 君  ３番 榊 原 深 雪 君 

   ４番 矢 野 利惠子 君  ５番 田 利 正 文 君 

   ６番 髙 橋 健 一 君  ７番 木 村 明 雄 君 

   ８番 細 川   勉 君  ９番 川 上 修 一 君 

  １０番 進 藤 晴 子 君 １１番 多治見 亮 一 君 

  １２番 二 川   靖 君 

 

◎欠席委員（０名） 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   角 野 慎 一 君 

事  務  局  次  長   飯 野 真 有 君 

総 務 担 当 主 査   遠 藤 浩 一 君 
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午前１０時００分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○委員長（川上修一君） おはようござい

ます。全員の出席であります。 

 ただいまから、令和６年度決算審査特別

委員会を開会いたします。 

 

◎ 議案第１０９号から議案第１１１号まで、議案第１１３号から議案第１１９号まで 

○委員長（川上修一君） これより、議事

に入ります。 

 本委員会に付託されました、議案第１０

９号令和６年度足寄町上水道事業会計剰余

金の処分及び決算認定について、議案第１

１０号令和６年度足寄町下水道事業会計剰

余金の処分及び決算認定について、及び議

案第１１１号令和６年度足寄町国民健康保

険病院事業会計決算認定について、並びに

議案第１１３号令和６年度足寄町一般会計

歳入歳出決算認定についての件から、議案

第１１９号令和６年度足寄町資源ごみ処理

等事業特別会計歳入歳出決算認定について

までの１０件を一括議題といたします。 

 

◎ 審査方法について 

○委員長（川上修一君） 本議題の審査方

法についてお諮りいたします。 

 本議題の審査方法についてお諮りしま

す。 

 例年のとおり、総務産業常任委員会所管

と文教厚生常任委員会所管の所管ごとの分

科会方式で行いたいと思いますが、御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（川上修一君）  異議なしと認

め、二つの分科会方式で行います。 

 各部会の会場を指定いたします。 

 総務産業部会は委員会室１、文教厚生部

会は委員会室２とします。 

 各部会の正副部会長を互選し、委員長に

報告願います。 

 暫時休憩します。 

 休憩中に正副部会長を互選願います。 

午前１０時０２分 休憩 

午前１０時０７分 再開 

○委員長（川上修一君） 休憩を閉じ、委

員会を再開いたします。 

 各部会長、副部会長が互選された旨の報

告がありましたので、報告いたします。 

 総務産業部会長 木村明雄君、同副部会

長 進藤晴子君。 

 文教厚生部会長 榊原深雪君、同副部会

長 髙橋健一君。 

 以上です。 

 

◎ 審査日程について 

○委員長（川上修一君） 次に、審査日程

についてお諮りいたします。 

 審査日程については、特別な事情がない

限り、本日１６日と１７日、１８日の３日

間といたします。 

 ３日目の１８日は、総括質疑を行った

後、各部会を開催し、結論を得たいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（川上修一君）  異議がないの

で、そのように決定いたします。 

 審査は、さきに配付されました決算書並

びに決算資料、決算意見書に基づいて行う

ことになりますが、部会で審査する中で収

支伝票の検閲を要するものがあると思いま

すので、収支伝票を備えております。 

 それでは、直ちにそれぞれの部会で審査

を願います。 

 暫時休憩します。 

午前１０時０８分 休憩 

午前１１時５８分 再開 

○委員長（川上修一君） 休憩を閉じ、委

員会を再開いたします。 

 昼食のため、午後１時まで休憩いたしま

す。 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○委員長（川上修一君） 休憩を閉じ、委
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員会を再開いたします。 

 引き続き、部会ごとに審査を願います。 

 暫時休憩いたします。 

 

午後 １時００分 休憩 

午後 ３時５１分 再開 

○委員長（川上修一君） 休憩を閉じ、委

員会を再開いたします。 

 

◎ 延会宣告 

○委員長（川上修一君） 本日の委員会は

これをもって延会といたします。 

 次回の特別委員会は、９月１７日の午前

１０時開会といたしますので、参集願いま

す。 

 御苦労さまでした。 

午後 ３時５１分 延会 
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